
様式第二号の十三(第八条の十七のこ関係)

(第1面)

特別管理産業廃棄物処理計画書

令平日3年 5月25日

久留米市長 殿

提出者

住所福岡県久留米市宮ノ陣3

氏名 目:本赤十字社九州プロック

所長

(法人にあっては、名称及

電話番号 0942-31-8900 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する音卜臨を作成したので、提出します。

事業場の名称| 日本赤十字社九州ブロック血液センター

事 業 場 の 所在地| 福岡県久留米市宮ノ陣3丁目 4番12号

計画期 間 令和3年4月1日 ~ 令平日4年3月31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

¢事業の種類 |生物学的製剤製造業 (1653)

②事業の規模 i製造品の事業収益 16，256，837千円

③従業員数 1210名

④特別管理産業廃棄物 i血液製剤製造目新車に感染性産業廃棄物が発生→感染性産業廃棄物倉

の一連の処理の工程|庫にて保管→委託業者によって収集運搬、中間処理、最終処分を行う。

(日本工業規格 A亨iJ4番)



一

(第2面)

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制lに関する事項

(管理体制図)

別紙のとおり

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

[前年度(令和2年度)実績]

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃藻物

一-----排 社i 量 171 t 『ー--___ t 

①現状 (これまでに実施した取組)

[目標]

特~Ij管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

~ー~ー----、ー担ド 出 量 181 t --ー~
②計画 (今後実施する予定の取組)

引き続き職員への教育司l腕により、分類・分別の徹底を図っていく。

採血計画数の増加に伴い、廃事長量も滑加予定。

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している特別管理産業廃棄物の穏類及び分別に関する取組)

①現状
感染性産業廃棄物

施錠できる場所へIE分保管を行っている。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

②計画
る取f丑)
感染性産業廃築物

引き続き同様の取り組みを行う。



(第3面)

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

[前年度〈令和2年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 --------自ら再生利用を行った 。t~ ①現状
特別管理産業廃棄物の量

(これまでに実施した取組)

[目標}

特>>1)管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

一一一一~自ら再生利用を行う
Ot ~ ②計画

特別管理産業廃棄物の盆

(今後実施する予定の取組)

自ら行う特別管理量産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度(令和2年度)実績]

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 下-------
自ら熱回収を行った o t ~ 特別管理産業廃棄物の量

①現状
自ら中間処理!とより減量した

Ot ~ 特別管理産業廃棄物の量

(これまでに実施した耐晶)

[目標]

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

-------一自ら熱回収を行う
Ot ~ 特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理lとより減量する o t ~ ②計画 特別管理産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組)



(第4面)

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

[前年度(令和2年度)実績]

特別管理産業廃棄物の誼類 感染性廃棄物
、-----------ーー町、

自ら埋立処分

t 
①現状

を 行 つ た Ot 
特別管理産業廃棄物の量

(これまでに実絡した取組)

[目標]

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

-------------ー自ら埋立処 分

~くl? ζ 行 つ Ot 
②計画 特別管理産業廃棄物の量

(今後実絡する予定の取締J

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

[前年度(令和2年度)実績]

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 -----------全処理委託量 171"t ~ 
優良認定処理業者八の

Ot 下-------______ ベ処理委託量

再生利用業者への
Ot ~ 処理委託量

①現状
認定熱回収業者への

Ot ~ 処理委託最

認定熱回収業者以外の

~く熱回収を行う業者への 171 t 
処理委託量

(これまでに実施した取組)

汚染防止に努めて適正に処理を行っている業者を選定した。



(第5面)

[目襟]

特別管理産業廃棄物の種類 感染'性廃棄物 下~

全処理委託量 181 t ~ー------.._:
優良認定処理業者への

Ot ~ 処理委託量

再生利用業者への
Ot 

----------よ処理委託最

認定熱回収業者への o t ~ ②計商 処理委託量

認定熱閲担業者以外の

熱回収を行う業者への 181 t t 

処理委託量

(今後実施する予定の取組)

引き続き同様の取組みを行う。

採血計画数の増加に伴い、廃棄量もi曽加予定。

{前年度(令和2年度)実績]

特別管理産業廃棄物

調ド 出 ま量 171 t 

電子情報処理組織の使用
Imaoェニル自棄物t時(，)

に関する事項
(今後実施する予定の取組等)

※事務処理欄



(第6面)

備考

l 前年度の特別管理産業廃棄物の発生盆が50トン以上の事業場ごとに l枚作成すること。

2 当該年度の6月30日までに提出すること。

3 r当該事業場において現に行っている事業lこ関する事項Jの欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額(前年度実績)、建設業の場合における元詰完成

工事高(前年度実績)、医療機関の場合における病床数(前年度末時点)等の業穫に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程(当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入するこ

と。

4 r自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理藤業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。

5 r自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項Jの欄lこは、特別管理産業1%棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その最も含めて記入すること。

6 r特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、会処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令(以下「令Jという。)第6条の14第2号に該当する者)への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱図収施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第四

条の3の3第 p頁の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量及。t認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、自様及び取

組を記入すること。

7 r電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

(ポリ塩化ピブエニル廃棄物(令第2条の4第5号イからハまでに掲げるものをいう。)を除く。)

を記入すること。その最が50トンを超える者にあっては、今後の電子情報処砥組織の使用に関す

る取組等(情報処理センターへの登録が箇難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行規則j第8条の31の4に該当するときは、その旨及び理由を含む。)について記入すること。

8 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該榔に f別紙のと

おり」ど記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を附すすること。また、特別管理産業

廃棄物の穏類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおりJと記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること a また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、 r-Jを記入すること。

9 ※概は記入しないこと。



別紙

特別管理産業廃棄物の適正管現に係る組織

所 長

特別管理産業廃棄物管理責任者

[役割1

事務資任者

総務企商課長

業務担当者

総務企画課長が指名する者

・特別管理産業廃棄物管理資任者

取扱責任者

廃棄物を廃棄する各課の課長

取扱担当者

廃棄物を廃楽する各課の謀長

が指名する者

製造所の廃棄物管理規程、廃棄物処理に関する各種事項の決定及び承認、を行う 0

.取扱責任者

排出する廃棄物の分別、保管に関して責任を持ち、常に職場潔境の保全に努めると

ともに、資源化、減量化を閲るよう職員の教育指導にあたる。

-取扱担当者

常に正常な管理がなされているか把握し、異常がある場合は直ちに適切な処置をす

る。

-事務責任者

産業廃棄物管理主主(マニフェスト)、記録類、契約書等を処理・保管する。また、関

係法令等で定められた言|画、届出、変更、報告書を作成し、関係行政機関に提出す

るとともに、情報の収集に努め、的確な情報を各部門に提供する。

-業務担当者

廃棄物の引渡し等日常管理を的確に行う。



)]1)志氏

特別管理路築物に関する緊急速絡体制(日本赤十字社九州ブロック血液センター)

緊急事態発見者

(漏洩、紛失、盗難、事故等)

取扱責任者 連絡 事務責任者

廃.!il物を廃棄する各線の課長 総務企画課長

特別管理産業廃棄物

笠翠震隼主

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律に定める者

報告

一一一令 主乙乏ニ金支

所長

出届
‘
報通告報

1
1
1
1
1
1
v
 

連盤盆二~

久留米華子祭署

久留米市環境部廃棄物指導課

0942-38-0110 

0942・30-9148

株式会社 日本医療環境サービス 092-938・2200

[手順]

1 特別管理産業廃棄物に関する緊急事践を発見した者は、特別管理産業廃築物管理責任

者及び事務責任者に連絡する。

2 特別管理産業涜棄物管理責任者は状況把握後、発生部署に適切な指示を与えるととも

に、事務責任者と善後策を協議して所長に報告し、必要に応じて関係行政機関に報告す

る。

3 特別管理産業廃棄物管理責任者は、関係行政機関等に連絡又は報告するような事態が

生じた場合は、その状況等について記した報告書を所長に提出する。


